
中札内村高齢者安全運転サポート補助金交付要綱 

令和２年３月２７日告示第１６号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、高齢運転者の交通事故防止のため、安全運転支援装置の搭載された自

動車（以下「安全運転サポート車」という。）の購入又は自己の所有する自動車への安全

運転支援装置の搭載に対し補助金を交付に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。  

（１） セーフティーサポートカーＳ 国が普及啓発をする安全運転サポート車で、衝突被

害軽減制動制御装置（以下「自動ブレーキ」という。）に加え、ペダル踏み間違い時加速

抑制装置等を搭載した自動車をいう。  

（２） 自動ブレーキ 前方の障害物を検知し、衝突の可能性がある場合には、警報が作動

し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動的にブレーキ制御を行うものをいう。  

（３） ペダル踏み間違い時加速抑制装置 停止時や低速走行時に前方及び後方の障害物を

検知している状態でアクセルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える等により急加速

を抑制するものをいう。  

（補助対象自動車）  

第３条 補助金の交付対象となる自動車は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。

以下「法」という。）第３条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、

自家用及び乗用の用途に供するもので、令和２年４月１日以後に、第５条に規定する補助

対象経費の支出があったものとする。  

（補助対象者）  

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる

要件を全て満たす者とする。  

（１） 中札内村に住所を有する自動車運転免許保有者で、満６５歳以上である者  

（２） 補助対象自動車の自動車検査証に記載された使用者  

（３） 村税等の滞納がない者  

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者又は同条第２号に規定

する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者  

２ 中札内村に住所を有する事業者が、第 4条第 1項の要件を満たす者が使用する車両を第

2条に定める車両を購入及び設置する事業者は対象とする。 



（補助対象経費及び補助額）  

第５条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。  

補助対象経費 補助金の額 

セーフティーサポートカーＳ（法第７条に規定す

る登録を初めて受けたもの、又は法第５９条第１

項に規定する自動車の新規検査を初めて受けたも

のに限る。ただし、リース、レンタルは除く。）

の購入経費 

登録車  １０万円 

軽自動車  7万円 

中古車   4万円 

自動ブレーキ（法第７条に規定する登録を初めて

受けたもの、又は法第５９条第１項に規定する自

動車の新規検査を初めて受けたものに限る。ただ

し、リース、レンタルは除く。）の購入経費 

登録車   ６万円 

軽自動車  ３万円 

中古車   ２万円 

ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び設置

に要する経費 

法第９４条の２第１項の指定を受けた事業者（以下

「事業者」という。）であり、国が認定している装

置を設置した場合に限る。 

補助額は、装置を設置する費用の自己負担分を補助

する。ただし、国からの補助を受けられる期間は、

その補助額を除く額とする。なお、その額に１００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額

とする。 

（補助金の交付申請及び実績報告）  

第６条 補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、新車登録日か

ら起算して６月以内までに、中札内村高齢者安全運転サポート補助金交付申請書兼実績報

告書（様式第１。以下「交付申請書兼実績報告書」という。）に次の各号に掲げる書類を

添えて、村長に提出しなければならない。  

（１） 自動車検査証の写し  

（２） 自動車販売店等が作成した安全運転支援装置搭載証明書（様式第２）及び購入又は 

設置の際支払った費用に関する領収書の写し  

（３） 自動車運転免許証の写し  

（４） 村税等の滞納がないことを証明する書類（申請日前３月以内に発行されたもの）  

（５） 誓約書（様式第３） 



（６）その他村長が必要と認める書類  

（補助金の交付決定及び通知）  

第７条 村長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があった場合は、その内

容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、中札内村高齢者安全運転サポート補助

金交付決定通知書（様式第４）により、申請者に通知するものとする。  

２ 補助金の交付の決定をする場合において、村長は、補助金交付の目的を達成するため必

要と認めたときは、条件を付することができるものとする。  

（補助金の交付）  

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」とい

う。）は、速やかに中札内村高齢者安全運転サポート補助金交付請求書（様式第５。以下

「請求書」という。）により、村長に請求するものとする。  

２ 村長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。  

（交付決定の取消）  

第９条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付

決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返

還を命ずることができる。  

（１） 第３条及び第４条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。  

（２） 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（３） 本要綱の規定に違反したとき。  

（４） その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。  

（補助金の返還）  

第１０条 村長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、当該補助金の返還を

請求するものとする。ただし、村長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、こ

の限りでない。  

（１） 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全運転サポート車 

を処分するとき。  

（２） その他村長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。  

（財産の管理及び処分の制限）  

第１１条 補助金の交付を受けて取得又は整備した安全運転サポート車は、法令等の規定に

基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して１年間は、補助金交付の目的

に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむ

を得ない事情があるとして村長が認める場合は、この限りでない。  

 



（村による調査）  

第１２条 村長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付

を受けたものに対して、補助金の交付を受けて取得又は整備した安全運転サポート車の使

用等に関する調査等を行うことができる。  

２ 補助金の交付を受けた者は、村が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなけれ

ばならない。  

（その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。  

 

附 則  

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


